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④ 男性の子育て 目的の体暇の取得促進

ウ 小学校第四学年以降のこどもや孫の子育てのための休暇制度の導入

二E 育児・介護体業法の育児体業制度 を上回る期間、回数等の休業制度の実施

オ

(ア)男性の育児休業取得を促進するための措置の実施
(イ)育児休業に関する規定の整備、労働者の育児休業中における待遇及び育児休業後の労働
条件に関す る事項につ い ての周 知

(ウ)育児休業期間中や短時間勤務制度利用中の代替要員の確保や業務内容、業務体制の見直 し等
(工)育児休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上のための情報提供
(オ)育児体業後 における原職又は原職相 当職への復帰のための業務 内容や業務体制 の見 直
し

育児休業制度や短時間勤務制度 を利用 しやす
として次のいずれか一つ以上 の措 置 の実施

く、育児休 業後 に職 場復帰 しや す い環境 の整備

カ 育児 休 業等 を取得 し、又 は子 育 て を行 う労 働 者 が 就 業 を継 続 し、活 躍 で き る よ うにす
るための、次のいずれか一つ以上の取組 の実施
(ア)女 性労働者 に向けた取組
① 若手の女性労働者 を対象 とした、出産及び子育てを経験 して働 き続けるキャ リ
アイメー ジの形成 を支援す るための研修
② 社内の ロールモデル と女性労働者 をマ ッチングさせ 、当該労働者 が働 き続 けて
い く上での悩みや心配事 について相談 に乗 り助言す るメンター として継続的 に
支援 させ る取組
③ 従来、主 として男性 労働者 が従事 してきた職務 に新 たに女性労働者 を積極的に
配置す るための検証や女性労働者 に対す る研修等職域拡大 に関す る取組
④ 管理職 の手前の職階にある女性労働者 を対象 とした、昇格意欲 の喚起又は管理
職 に必要 なマネジメン ト能力等の付与のための研修

(イ )子 育て中の労働者 に向けた取組
① 育児休業 か らの復職後又 は子育て中の労働者 を対象 とした能力 の向上のため
の取組又はキャ リア形成 を支援す るためのカ ウンセ リング等の取組
② 今後のキャ リア形成 の希望 に応 じた両立支援制度 の利用や配偶者 との家事分
担等の検討 を促すためのキャ リア研修の実施

(ウ)管 理職 に向けた取組等
① 企業 トップ等 に よる仕事 と子育ての両立の推進及 び子育て中の能力発揮 に向
けた職場風土の改革に関す る研修等の取組
② 女性労働者の育成 に関す る管理職研修等の取組
③ 働 き続 けなが ら子育て を行 う労働者 のキャ リア形成 のために必要な業務体制
及 び働 き方の見直 し等に関す る管理職研修
④ 育児休業制度や短時間勤務制度等 を利用 して も中長期的 に処遇 上の差 を取 り
戻す ことが可能 となるよ うな昇進基準及び人事評価制度 の見直 しに向けた取組
⑤ 育児休業や短時間勤務制度等の制度利用者 のキャ リア形成・能力開発 を行 って
い く必要があることや、円滑な制度利用のために業務 を代替す る周 囲の労働者の
業務見直 しや評価への配慮 が求 め られ ることについての管理職 向けの情報提供
や研修の実施

(工)そ の他環境 の整備
各企業における次世代育成支援対策の推進体制の整備 を図 る方策 として、企業
トップによる仕事 と子育ての両立支援 の推進 が重要 である とい う考え方 を明確
に した 強 い メ ッセ ー ジ の 発 信

が利 用 で き る次 の い ず れ か 一 つ 以 上 の 措 置 の 実 施
(ア)小 学校就学後のこどもを養育す る労働者 に対す る所定外労働の制限
(イ)小 学校就学後のこどもを養育す る労働者 に対す る短時間勤務制度
(ウ)フ レックスタイム制
(工)始 業・終業時刻の繰上げ又は繰下げの制度
(オ)在 宅勤務等
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